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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
う
保
険
料
額
の
変
化
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
の
創
設
に
伴
う
保
険
料
額
の
変
化
に
関
す
る
調
査
」
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
質
問
す
る
。

一

今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
過
半
数
の
被
保
険
者
の
保
険
料
が
安
く
な
る
こ
と
が
分
か
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
何
割
の
被
保

険
者
の
保
険
料
が
安
く
な
る
こ
と
が
分
か
る
の
か
。

二

今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
世
帯
（
十
二
世
帯
）
に
該
当
す
る
の
は
何
人
、
あ
る
い
は
被
保
険
者
の
何

割
か
わ
か
る
か
。

三

モ
デ
ル
世
帯
（
十
二
世
帯
）
の
う
ち
、
単
身
世
帯
は
三
世
帯
（
全
体
の
四
分
の
一
）
で
あ
る
が
、
全
被
保
険
者
の
う
ち
単

身
世
帯
は
何
割
か
。

四

モ
デ
ル
世
帯
（
十
二
世
帯
）
の
う
ち
、
夫
婦
世
帯
は
六
世
帯
（
全
体
の
二
分
の
一
）
で
あ
る
が
、
全
被
保
険
者
の
中
で
夫

婦
世
帯
は
何
割
か
。

五

モ
デ
ル
世
帯
（
十
二
世
帯
）
の
う
ち
、
同
居
世
帯
は
三
世
帯
（
全
体
の
四
分
の
一
）
で
あ
る
が
、
全
被
保
険
者
の
中
で
同

居
世
帯
は
何
割
か
。

一



六

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
単
身
世
帯
、
夫
婦
世
帯
、
同
居
世
帯
と
比
べ
て
、
保
険
料
が
上
が
る
、
あ
る
い
は

下
が
る
傾
向
に
あ
る
か
。

七

今
回
の
調
査
は
、
モ
デ
ル
世
帯
で
の
調
査
で
あ
る
が
、
モ
デ
ル
世
帯
の
調
査
結
果
で
、
過
半
数
の
モ
デ
ル
世
帯
の
保
険
料

が
下
が
る
と
い
う
結
果
が
で
た
場
合
、
過
半
数
の
被
保
険
者
の
保
険
料
が
下
が
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

八

今
回
の
調
査
は
、
モ
デ
ル
世
帯
を
設
定
し
た
調
査
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
調
査
と
い
う
形
態
を
と
る
調
査
で
、

個
別
の
世
帯
が
安
く
な
っ
た
か
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

九

モ
デ
ル
世
帯
（
十
二
世
帯
）
の
う
ち
、
三
分
の
一
は
年
金
四
百
万
円
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
年
金
が
四
百
万
円
以
上
で
あ

る
人
は
、
全
被
保
険
者
の
う
ち
何
割
く
ら
い
か
。
ま
た
、
全
男
性
の
う
ち
何
割
か
。
さ
ら
に
、
国
民
健
康
保
険
、
共
済
組

合
、
政
府
管
掌
健
康
保
険
、
健
康
保
険
組
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で
何
割
を
占
め
、
何
人
く
ら
い
か
。

十

今
回
の
調
査
の
六
割
で
保
険
料
が
安
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
六
割
の
被
保
険
者
が
安
く
な
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い

か
。
あ
る
い
は
、
過
半
数
の
被
保
険
者
が
安
く
な
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
か
。

十
一

今
回
の
調
査
の
六
割
で
保
険
料
が
安
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
六
割
の
被
保
険
者
の
世
帯
が
安
く
な
っ
た
と
判
断

し
て
よ
い
か
。
あ
る
い
は
、
過
半
数
の
被
保
険
者
の
世
帯
が
安
く
な
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
か
。

二



十
二

今
回
の
調
査
で
は
、
何
割
の
被
保
険
者
の
保
険
料
が
安
く
な
る
か
。
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
わ
か
る
よ
う
な

調
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
過
半
数
の
被
保
険
者
が
負
担
増
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

十
三

厚
生
労
働
省
は
、
「
モ
デ
ル
調
査
で
な
い
と
調
査
に
手
間
隙
が
か
か
る
」
と
説
明
す
る
が
、
国
民
は
、
全
世
帯
の
何
割

が
負
担
増
に
な
っ
て
い
る
か
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
サ
ン
プ
ル
調
査
を
実
施
す
れ
ば
可
能
で
あ
り
、
実
施

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


